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「いただきます」からはじめよう！
みやざきの健全な食生活

平成２９年１月

宮 崎 県

平成２３年 ３月策定

平成２９年 １月改定



【県民運動推進ＰＲのキャラクター】

「しゅん（旬）」

宮崎の明るい太陽を擬人化して、海をデザイ

ン化。県民が県産の農林水産物を楽しくおいし

そうに食べている様子を表現しています。

県内でとれた農林水産物は、ひときわ新鮮で

あり、季節の物がいつでもすぐ食べられること

から、その名前が付けられました。
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨（目的）

食は、私たちが生きていくために欠かせない生命の源であり、県民の豊かな心と

健康な身体を育み、生涯にわたって生き生きと暮らすための基礎となるものです。

私たちのふるさと宮崎は、「太陽と緑の国」と呼ばれ、温暖な気候のもと緑豊かな

県土と、日向灘を北上する黒潮の恵みを受け、豊富な農林水産物を産出する食の

宝庫であり、県民は豊かな食生活を享受できる環境にあります。

しかしながら、近年、本県においても、ライフスタイルの変化による食の多様化が

進行し、地域や家庭で育まれてきた食文化への関心の希薄化や、生産者と消費者

の乖離が進んでいます。

また、県民の心身の健康については、健康寿命が全国上位にあるなど、健康な

生活が営まれている印象がありますが、県民の健康寿命の一層の延伸を図るため

には、生活習慣病の増加や高い肥満率、職場でのメンタルヘルス問題などの解決

すべき課題も少なくありません。

これらの課題は、事案毎に異なる要因が複雑に絡んだ結果ではありますが、

健康な心と体を養うべき「食」の貧困の影響も大きな要因であると推察されます。

「食育」は、知育、徳育、体育の基礎となるものであり、年々、平均寿命が伸びる

時代にあっては、子どもだけでなく、全ての県民が豊かで充実した人生を全うできる

よう、生涯を通じて健全な食生活を実践できる食育活動が求められています。

このため、県では、食育の推進目標を「宮崎の豊かな食で育む『健康長寿日本一』」

とし、県民の幸福度を向上させる指針として、本計画を策定しました。

なお、本計画は、食育基本法第17条第１項及び六次産業化・地産地消法第４１条

第１項に規定する都道府県計画として位置づけるものとします。

また、計画の推進にあたっては、宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」

（平成27年7月）をはじめ、「健康みやざき行動計画２１(第2次)」（平成25年3月）、

「第七次宮崎県農業・農村振興長期計画(後期計画)」（平成28年6月）等、関係計画

との整合性を図っていくこととします。

２ 計画の期間

平成２８年度を初年度とし、平成３２年度を目標年度とする５か年計画とします。

ただし、見直しが必要な場合には、速やかに見直しを行うこととします。

第１章 計画の策定にあたって
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第２章 宮崎県の現状を知ろう！

県民の心身の健康や食習慣について

○ 県民の心身の健康について

健康寿命は全国平均を上回っているものの、生活習慣病は増加傾向にあり、また肥満者の

割合は男女ともに高く、特に成人男性の肥満者の割合は全国２位と懸念される状況にあります。

また、メンタルヘルス不調者がいる事業場の割合は全国平均より高く、定期健康診断にお

いて何らかの不調を持つ労働者の割合も増加傾向にあります。

○ 県民の食習慣について

若年層で高い朝食の欠食率や、男女共に全国平均を下回っている野菜摂取量、さらには、

女性の塩分摂取量の多さに加え、全国５位のアルコール消費量など、多くの課題があります。

○ 以上のことから、県民の心身の健康や食習慣の現状は、全国平均に満たない数値も多く、

県民の健康寿命の延伸を図るためには、食生活面でも多くの改善が必要となっております。

（１） 県民の心身の健康について

① 平均寿命と健康寿命

本県の健康寿命（平成25年）は、男性71.75歳、女性75.37歳で、どちらも全国平均(男性71.19歳、

女性74.21歳)を上回っています。また、平成25年の平均寿命と健康寿命の差は男性8.07年、女性

11.64年となっています。

宮崎県の平均寿命と健康寿命(平成25年) 都道府県別健康寿命(平成25年)

資料：厚生労働科学 健康寿命研究

資料：厚生労働科学 健康寿命研究

（MEMO）

「健康寿命」：

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間として定義されています。

平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。

第２章 宮崎県の現状を知ろう！
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② 肥満者の割合

肥満者の割合は、成人男性で33.5％、成人女性で26.2％と、成人男性の３人に１人、女性の４人

に１人が肥満となっています。

また、肥満傾向の子どもは、小学生以降に増えています。

※成人男性(20-69歳)の肥満者の割合は、沖縄県についで2位

（MEMO）

肥満はＢＭＩ２５以上

BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

資料：平成23年度県民健康・栄養調査

③ メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームの該当者とその予備群の割合は、全国平均より2.6ポイント高くなっています。

（MEMO）

メタボリックシンドローム：

内臓脂肪型肥満を共通要因とし、高血糖、高血

圧、脂質異常といった異常が重複した状態。

虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症リスクが

高まる。

資料：平成25年厚生労働省調査

④ 糖尿病

糖尿病判定で要指導・要医療に判定されている県民は、男女ともに50歳以上で多く、半数以上に

異常が認められる状況です。

資料：平成23年度県民健康・栄養調査

第２章 宮崎県の現状を知ろう！
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⑤ 死因の変化

死亡原因は、全国と同様、悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病が上位と

なっています。

また、50年前と比較すると、がんの割合が大きくなり、脳血管疾患の割合が小さくなっています。

資料：衛生統計年報

⑥ 歯の状況

60歳で24本以上、80歳で20本以上自分の歯を持っている人の割合は、いずれも全国平均より

低くなっています。

※1 資料：平成23年歯科疾患実態調査

※2 資料：平成23年度県民健康・栄養調査

１位 ２位 ３位

悪性新生物(26.5％) 心疾患(17.1%) 肺炎(10.6％ ）

宮崎県における３大死亡原因（平成２６年）

第２章 宮崎県の現状を知ろう！
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⑦ からだとこころの健康

労働者の定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は、増加傾向にあります。

また、ストレスの多い現代において、労働者の心の不調等メンタルヘルスに関する問題は、社会全

体の問題となっていますが、メンタルヘルスによる不調者がいる事業場の割合は、全国平均より高く

なっています。

資料：厚生労働省定期健康診断実施結果

資料：平成27年宮崎労働局調査

⑧ 孤食の状況

食事は家族のコミュニケーションの場であり、子供にとっては食の楽しさや食に関する基礎を習得

する大切な時間になっています。しかし、近年のライフスタイルの多様化等により、家族団らんの機

会が少ない家庭も見受けられます。

朝食を家族と一緒に食べる頻度が週に2～3日以下の家庭の割合 36.8 ％

夕食を家族と一緒に食べる頻度が週に2～3日以下の家庭の割合 34.9 ％

資料：平成27年食育に関する意識調査（内閣府）

第２章 宮崎県の現状を知ろう！
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（２） 県民の食習慣について

① 野菜摂取量、食塩摂取量、歩数の割合

○野菜摂取量は、男性(41位：265ｇ)、女性(32位：269ｇ)ともに、全国平均より低くなっています。

○食塩摂取量は、女性が全国平均より高くなっています(11位：10ｇ)。

○歩数は、女性が全国平均より非常に少ない状況です(45位：6,113歩)。

資料：平成24年国民健康・栄養調査

② 朝食の欠食状況

朝食を毎日食べている人の割合は、20歳代の男性が52％と最も低く、男女ともに若年層

(20～30歳代)で欠食者が多い状況です。

（MEMO)

「欠食」 ：

ここでいう「欠食」とは、次の３つの場合をいう。

・ 菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみの場合

・ 錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合

・ 食事をしなかった場合

資料：平成２３年度県民健康・栄養調査

③ アルコールの消費量

○本県のアルコール消費量は、全国５位となっています。

○本県で消費される酒類のうち、焼酎・発泡酒の消費量はともに全国２位となっています。

(出典 平成26年度国税庁）

第２章 宮崎県の現状を知ろう！
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第３章 食育・地産地消推進の課題

宮崎県の現状から見える課題 －「食」からのアプローチ－

本県では、これまで食育と地産地消の推進による県民の健全な食生活の実践に取り組んで

きました。

今後、本県が「健康長寿日本一」を目指していくためには、県民の心身の健康に抱える課題を

一つひとつ解決していく必要があります。

この課題解決を図るためには、医療、運動、社会保障施策など様々な観点からの対策が必要

ではありますが、県民の食習慣の現状をみると、野菜摂取量の不足や朝食の欠食など、心身の

健康を支える健全な食生活を実践できていない状況にあることから、「食育」による改善の余地は

大きいものと推察されます。

（１） 県民の身体の健康に関する課題

健康寿命は全国上位にあるものの、生活習慣病の増加や、高い肥満者の割合など県民の身体

の健康は改善の余地が大きい状況にあり、県民一人ひとりに「健全な食生活」を実践する意識や

知識を十分に浸透させていくためのきめ細かな食育の推進が必要となっています。

○「食」からのアプローチ

・「食を選ぶ力」を身につける教育の推進

ライフステージに応じた食育の推進、これから親になる世代への教育

・県民の「予防する力」を高める食の提案

食の機能性に着目した食づくりの推進

・県民運動としての食育の推進

食生活改善活動の推進、食育ティーチャーを中心とした地域の食育活動の推進

（２） 県民の心の健康に関する課題

職場でのメンタルヘルス不調者の実態や孤食など、県民の心の健康が十分に保たれているとは

言えず、食を通じた「いのちの恵み」や食の持つ「温かさ」など、県民の心を豊かにする食育の推進

が必要となっています。

○「食」からのアプローチ

・家庭や地域での会話が増える環境づくり

「家族団らん」や「食卓を囲む」場づくり・機会づくり

・いのちの恵みに感謝する心の教育

食農体験の充実、食品ロス(食べられるのに捨てられる食品)削減の取組

第３章 食育・地産地消推進の課題
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第４章 みやざきの食育・地産地消の推進目標について

本計画は、食生活の課題はもとより、心身の健康や食の循環、環境といった地域社会の課題につい
ても食をめぐる課題ととらえ、食育によるアプローチによって、県民の心身の健康を増進させ、県民の
幸福度の向上を目指します。

推進目標

本計画の目的である「食育による県民の幸福度の向上」を図るため、次の目標を掲げ、目標達成
に向けた取組を推進します。

○推進目標 宮崎の豊かな食で育む「健康長寿日本一」

○重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（１）食生活の改善に関する指標

（H25年度現況値） （H32年度目標値）

○朝食を毎日食べている人の割合を増やす 20歳代 ６６％ → ８１％

※平成23年県民健康・栄養調査 30歳代 ７５％ → ８３％

40歳代 ８８％ → ９０％

○１日の野菜摂取量を増やす ２４１ｇ → ３５０ｇ

※平成23年県民健康・栄養調査

○1日の果物摂取量100g未満の人の割合を減らす ６１％ → ３６％

※平成23年県民健康・栄養調査

○学食や社食での食育活動の拡大 － ５回

（２）心身の健康に関する指標

（生活習慣病（虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等）にならない身体づくりの指標)

（H25年度現況値） （H32年度目標値）

○BMIが25以上の人の割合を減らす 男３３.５％ → ３１％

※平成23年県民健康・栄養調査 女２６.２％ → ２４％

○メタボリックシンドローム予備群の割合を減らす 男２７％ → ２３％

※平成23年県民健康・栄養調査 女１２％ → １０％

○メタボリックシンドローム該当者の割合を減らす 男２６％ → ２２％

※平成23年県民健康・栄養調査 女１２％ → １０％

（３）食の循環や環境等地域社会の課題に関する指標 （H26年度現況値） （H32年度目標値）

○地場産・宮崎県産を意識して購入する県民の ３８.１％ → ５０％

割合の向上

※平成26年度県民意識調査

○食品ロスの低減 今後追加 → 今後設定

○健康に着目した商品数 ２商品 → ５商品

第４章 みやざきの食育・地産地消の推進目標について
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第５章 食育・地産地消の推進に関する施策

１ 身体の健康に関する推進施策

食に関する情報が社会に氾濫し、多種多様な食に溢れ、また、ライフスタイルの変化により中

食・外食の利用が増加する中で、県民が健康な身体を維持・管理していくためには、食を選択す

る知識と実践力が必要となっています。

このため、家庭、学校、地域と連携し、いつ、どこで、だれと、何を選び、組み合わせて食べる

のかを選択するために必要となるライフステージに応じた食育を推進します。

また、若者の２割が朝食を欠食しているとの調査結果もあるなど、学校卒業後の食育が行き

届かない世代の食生活の乱れが指摘されていることから、これまでの子どもや高齢者への食育

に加えて、これから親になる世代への食育を強化していきます。

さらに、共稼ぎ世帯や単身世帯などライフスタイルの多様化により、地域や学校等からの食育

に関する情報の入手が難しい県民も存在します。

このため、初めての子育てや毎年の健康診断の機会など、家族や自らの健康に関心が芽生

えるきっかけを捉まえ、健全な食生活にかかる情報提供を行うことで、食を通じた生活習慣の改

善等を推進します。

（１） 県民の食を選択する力づくりの推進

● ライフステージに応じた食を選択する力づくりの推進

① 乳・幼児期（食習慣の基礎づくり）における食育の推進

乳幼児期は、人間形成の基礎となる重要な時期であり、この時期に望ましい食習慣や豊かな

味覚を身につけることが非常に重要です。

＜具体的施策＞

【保育所、幼稚園、認定こども園における食育の推進】

○ 保育所等における取組の推進

・ 保育所等への食育に関する情報提供及び保育所訪問等による食育に関する情報の周知

・ 食の体験を通した食育活動の推進

・ 野菜等の栽培、収穫や調理体験、おやつづくりや行事食への参加、食事のマナー教室など

子どもが５感を使った様々な食の体験活動等を推進する計画の作成及び実践に向けた支援

○ 家庭における望ましい食習慣の定着促進(保育所等における家庭と連携した食育の推進）

・ 食に対する関心・理解の浸透、正しい食事のあり方及び望ましい食習慣の定着に向けた

保育だより等を通じた家庭の役割に関する啓発

・ 子育て支援の拠点施設での相談会や、地域交流の機会を通じた地域での子育て世帯への

情報提供

第５章 食育・地産地消の推進に関する施策
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② 学童期（食習慣の完成期～自立期）における食育の推進

学童期は学校を中心に、食に関する知識や生活リズム等の生活習慣を身につけ、食を選択す

る力を習得するために重要となる時期です。

特に、８歳から１２歳（小学校３年から６年程度）は、味蕾（舌にある、味を受容する細胞）が最も
み らい

発達する時期と言われており、この時期の味覚の経験によって、その後の味覚の豊かさが決定づ

けられます。

＜具体的施策＞

【小・中学校、高等学校、特別支援学校における食育の推進】

○ 学校における指導体制等の充実

・ 学校の教育活動全体を通した指導の推進

食に関する指導を行うための全体計画の作成と給食の時間のほか、教科、道徳、特別

活動及び総合的な学習の時間等の学校教育活動全体を通した指導の充実

・ 栄養教諭による指導の充実

食育推進の要として学校に配置された栄養教諭等を核とした個別的な相談指導、教科や

特別活動等における指導の充実

・ 食育ティーチャーを活用した食育講座の充実

・ みやざきの食と農を考える県民会議（以下「県民会議」という。）の食育ティーチャーを活用し

た、学校で食の大切さや楽しさを実感できる食育講座の充実

【家庭との連携による望ましい食習慣の定着促進】

○ 「弁当の日」の取組

・ 自らの「食」に目を向け、作り手や食材等への感謝の心、食事を自ら調理・選択できる

実践力等を培うため、子どもたちが自ら弁当を作る「弁当の日」を、家庭と連携を図り

ながら県内の全市町村で推進

○ 「味覚の授業」の取組

・ シェフや食育ティーチャーによる味覚の５要素「酸味」、「塩味」、「甘み」、「うまみ」、「苦み」

の体験や、県産食材等を使った調理を通した素材の持つ美味しさを子ども達に理解させる

取組の推進

（MEMO)
「栄養教諭」 ：

食に関する指導と学校給食の管理を一体的に行い、学校における食育の推進において中核的な役割を担う

べく創設された。平成17年度に施行されている。

（MEMO)

「みやざきの食と農を考える県民会議」：

平成１３年７月に設立。知事を会長とし、行政や農林漁業団体、消費者団体などの関係機関・団体等で構成

される。消費者と生産者が絆を深め、「食」と「農」の距離を縮めることにより、食の宝庫みやざきにふさわしい豊

かで健康的な食生活を実現するため、県民運動として、「食育」と「地産地消」の推進に取り組んでいる。

平成１６年度からは、「みやざき地産地消運動」と称していたそれまでの活動を「みやざきの食ルネサンス運

動」に改め、県民運動としての拡充を図るとともに、「食育」と「地産地消」の一層の一体的推進に努めている。

第５章 食育・地産地消の推進に関する施策
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（MEMO)
「味覚の授業」 ：

フランスでは10月の第3週を味覚の一週間と位置づけ、25年前から取り組まれている。

日本では「味覚の授業一週間事務局(東京都)」が、2010年から全国の小学校を対象に実施しており、本県で

は県民会議と共同で2015年より開催。

味覚の授業では、味の基本となる５味（酸味・塩味・甘み・うまみ・苦み）についての知識を学び、調理し、味わ

うことを体験する学習を展開。

味覚の授業の体験を通じて、食育への関心が低いとされる若い親世代へ、子どもから食の楽しさや知識を伝

える効果も期待。

③ 青年期（自立した食習慣の実践期）における食育の推進

青年期は大学進学や就職など、社会性が広がり、多様な食を取り入れ、食を選択する時期です。

また、これから親になったり、初めて子育てを経験する世代でもあります。

このため、基本的な調理技術の習得や生活習慣病等への関心を持つことが、壮年期以降の

健全な食習慣の実践による健康寿命の延伸や、次の世代への正しい食習慣の継承にもつながり

ます。

＜具体的施策＞

【青年層を対象とした食育の推進】

・ 大学との連携により、学生の食育授業や食育イベントへの参画を促進

・ 県民会議会員や企業と連携し、朝食摂取率向上に向けた普及啓発を推進

・ 青年層が参加しやすいテーマ設定やＳＮＳによる周知方法など、開催方法を工夫すること

で、食に関する講習会や普及啓発イベントへの参加を促進

【これから親になる世代を対象とした食生活の改善に向けた取組の推進】

・ 20、30歳代の若い世代における朝食摂取率向上に向け、コンビニ等で健康や美容に

着目した朝食提供に取り組む「朝モグプロジェクト」の展開

【子育て期における食育の推進】

・ 県民会議や市町村による子育て世代を対象とした食育講座の開催

・ 「宮崎県版親と子の食事バランスガイド」等を活用した、乳幼児期からの食育の重要性に

関する保護者への啓発

④ 壮年期・高齢期（食習慣の見直し及び生活習慣病の予防時期）における食育の推進

壮年期・高齢期は自らの健康に関心を持ち、適正な食事量や食事バランスを実践することで、

直接、健康寿命の延伸に取り組む大切な時期であり、若年層への知識の伝承を担う時期でもあ

ります。

第５章 食育・地産地消の推進に関する施策


